
項　　　　　　　目 現　　　　　　行
i

改　　　　　　正

相当する点数を限度とす

る。

一

一内視鏡下椎弓切除術
（区分の新設） （新設）

一 12，100点

注　3以上の椎弓について

手術を行う場合は、1椎

弓を増すごとに所定点数

に6，050点を加算する。

ただし、加算点数は
24，200点を限度とする。

注　3以上の椎弓について椎弓形成手術 注　椎間が2以上の場合
一（注の見直し） は、1椎間を増すごとに 手術を行う場合は、1椎

所定点数の100分の50に 弓を増すごとに所定点数

相当する点数を加算す に9，550点を加算する。

る。ただし、加算点数は ただし、加算点数は

所定点数の100分の200に 38，200点を限度とする。

相当する点数を限度とす

る。

一
（区分の新設） （新設）

｛
内視鏡下椎間板摘出（切除）

術
111　前方摘出術　33，600点

Pっ徳燃輪17ワ∩∩占

脊椎、骨盤悪性腫瘍手術

　（点数の見直し）

骨盤半切断術

　（区分の見直し）

（区分の新設）

脊椎固定術

　（項目の見直し）

（注の変更）

29，600点

幽

L
・

後方摘出術

31，100点

骨盤半切断術　　32，900点　　一→　　骨盤切断術

1

2

17．200点

（新設）

幽

32，900点

寛骨臼移動術　　28，000点

　級廓÷「1
椎体に達しないもの

　　　　　　25，100点

」

3
4

前方椎体固定34，800点

後方又は後側方固定

　　　　　　25，100点

後方椎体固定34，800点

前方後方同時固定

　　　　　　50，000点

灘繍→隙檬
’一 Q39一



項 目 t 現　　　　　　　行 改 正

1 相当する点数を加算すi 2にあっては12，550点、

る。ただし、加算点数は1 3にあっては17，400点、

所定点数の100分の200に1 4にあっては25，000点を

相当する点数を限度とす一 加算する。ただし、加算

る。 点数は1にあっては
69，600点、2にあっては

50，200点、3にあっては

69，600点、4にあっては

（区分の新設） （新設）

　　　　　100，000点を限度とする。

　　　L

一磯瓢灘
　　　　　は、1椎間を増すごとに

　　　　　所定点数に17，400点を加

　　　　　算する。ただし、加算点

　　　　　数は69，600点を限度とす

　　　　　る。

（区分の新設）

第3款　神経系・頭蓋

　穿頭術後脳室ドレナージ

　　（区分の見直．し）

　脳くも膜癒着剥離術

　　（区分の見直し）

　広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建

　術

　　（点数の見直し）

　（区分の新設）

定位脳手術

顕微鏡使用によるてんかん手

（新設）

穿頭術後脳室ドレナージ

　　　　　　　　1，940点

脳くも膜癒着剥離術

97，100点

　　　「
十i内視鏡下脊椎固定徹胸椎
　　　i又は腰椎前方固定）
　　　1　　　　　　　　45，300点

　　　　注椎問が2以上の場合
　　　　　は、1椎間を増すごとに

　　　　　所定点数に22，600点を加

　　　　　算する。ただし、加算点
　　　…　数は90、400点を限度とす

　　　1　　　　　る。

－
一
・

一

一

穿頭脳室ドレナージ

　　　　　　　　1，940点

（削除）

（新設）

一
25，000点　一≒→

102、000点

定位脳手術

55，700点　一÷→

　耳科的硬脳膜外膿瘍切開術

　　　　　　　　29，300点

陰　　能的定位脳手術

　　　片側の場合　26，300点

　　両側の場合　35，000点

58，500点

一240一



項 目

術（焦点切除術、側頭葉切除

術、脳梁離断術）

　（点数の見直し）

（区分の新設）

脳神経手術（開頭して行うも

の）

　（点数の見直し）

（区分の新設）

（区分の新設）

頭蓋内腫瘤摘出術

　（点数の見直し）

頭蓋内腫瘍摘出術

　1　松果体部腫瘍

　2　その他のもの

　（点数の見直し）

経耳的聴神経腫瘍摘出術

　（点数の見直し）

経鼻的下垂体腫瘍摘出術

　（点数の見直し）

硬脳膜血管結紮術

　（区分の見直し）

水頭症手術

　（点数の見直し）

（区分の新設）

脳動脈瘤被包術

1　1箇所

2　2箇所以上
　（点数の見直し）

脳動脈瘤流入血管クリッピン

グ（開頭して行うもの）

1　1箇所

2　2箇所以上

脳動脈瘤頸部クリッピング

1　1箇所

現 行 改 正

　（新設）

21．900点

ず顔面神経管開放術26・0蝋
r－　　23，000点

　　　　　　　　　轍ナ　朧朧

　　　　　　　　　（新設）r脳血管塞栓（血栓離

　　　　　　　　㎜下階

　　　　　　　　llll町lll畿

　　　　　　　　娼舗て50蒲

　　　　　　　　　τ　

　　 @『．醐

欝欝響τ響鷺駕騨
　　　　　　　　20，800点　　　　　　　　　　　　　21，800点
2シャント手術17．8。。点　…2シャント手術18，7蝋

　　　　　　　　　（新設）÷・髄液シャント抜去術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，680点

豊∵蕪

　　　　　　　　欝il』1

一241一



項 目

2　2箇所以上
　（点数の見直し）

脳血管内手術

　（点数の見直し）（注の追加）

経皮的脳血管形成術

　（点数の見直し）

選択的脳血栓・塞栓溶解術

　（注の新設）

脳刺激装置植込術、頭蓋内電

極植込術

　（項目の見直し）

（区分の新設）

（区分の新設）

脊髄刺激装置植込術

　（点数の見直し）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

現 行 改 正

　　　　　　　叫脚

　　　　　　　　蝋二四

　　　　　　　　　∵糞馨　1

讐灘　

　　　　　　　　　（新設）r頭蓋内電極抜去9纐

　　　　　　　　　鰍r麟1蕪

　　　　　　　　17，000点　一r→　17，900点

　　　　　　　　　鰍ナ降鰍綴灘

　　　　　　　　　鰍欝麟1　

　　　　　　　　　轍礎難灘

一242一



項

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

目
：

現 行 改 正

（区分の新設）

胸腔鏡下交感神経節切除術

　（区分の見直し）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

第4款　眼
（涙嚢、涙管）

　　（名称の変更）

（新設）　一＋→

（新設）　一」→

＝設
設

新
新

（
　
　
（

（新設）　一＋→

　　　　　　　　　（新設）

胸腔鏡下交感神経節切除術

　　　　　　　　15，400点

　　　　　　　　　（新設）

　　　　　　　　　（新設）

（涙嚢、涙管）

（新設）

「
，

二

手
r離職解
　　　嘩　　　　　神経、後脛骨神経又は腓

　　　　　神経に限る。）　9，610点

　レックリングハウゼン病偽1

神経腫切除術（露出部）

　1　長径2センチメートル

　　未満　　　　　　1，660点

　2　長径2センチメートル

　　以上4センチメートル未
一

　　満　　　　　　3，670点・

　3　長径4センチメートル

　　以上　　　　　4，360点

幅　　ックリングハウゼン病偽

　　経腫切除術（露出部以外），

　1　長径3センチメートル」

　　未満　　　　　　1，280点

　2　長径3センチメートル

　　以上6センチメートル未

　　満　　　　　　　3，230点：

L　3　長径6センチメートル

　　以上　　　　　4，160点

　横隔神経麻痺術　　4，410点

　眼窩下孔部神経切断術

　　　　　　　　　4，410点

　おとがい孔部神経切断術

　　　　　　　　　4，410点

　尾動脈腺摘出術　　6，170点

　胸腔鏡下交感神経節切除術

　（両側）　　　　　18，500点

　ストッフェル手術9，610点

　閉鎖神経切除術　　9，610点

一÷→　　（涙道）

一
涙点切開術、涙点閉鎖術、涙　　　　　り

ｬ管拡大術
@（区分の見直し）

涙点切開術、涙点開銀何、　　　　　イ灰一・倣」目ノレ’久柵」　’…

ﾜ小管拡大術　　　　550点

涙点、涙小管形成術550点

’一 Q43一



項　　　　　　　目

1
　
　
現
f

行 I
i

改 　　　　『ｳ
：

幽
涙管チューブ挿入術

i
涙管シリコンチューブ挿入術

　（区分の見直し）

涙嚢鼻腔吻合術

　（点数の見直し）

（区分の新設）

瞼板切除術

　（区分の見直し）

結膜結石除去術（1眼瞼ごと）

　（区分の見直し）

（区分の新設）

翼状片手術

　（項目の変更）

（区分の新設）

眼窩変形治癒骨折矯正術

　（区分の見直し）

眼窩内異物除去術（表在性）

　（点数の見直し）

眼窩内異物除去術（深在性）

1　視神経周囲、眼窩尖端

2　その他

　（点数の見直し）

涙腺摘出術（切除を含む。）

　（区分の見直し）

眼窩涙腺腫瘍摘出（切除）術

　（区分の見直し）

眼窩内腫瘍摘出術（表在性）

　（点数の見直し）

眼窩内腫瘍摘出術（深在性）

1　視神経周囲、眼窩尖端

2　その他

　（項目の見直し）

眼窩悪性腫瘍手術

　（点数の見直し）

術　蕪樋，蝋　
　　　　　　　　　（新設）　r→　　外皆切開術　　　　　470点

　術㎜
結膜結石除去術（1眼瞼ごr一…結膜結石除去術

と）　　　　　　　260点　　　　　　1　少数のもの（1眼瞼ご

　　　　　　　　　　　　　　　　　i　と）　　　　　260点
　　　　　　　　　　　　　　　　　12　多数のもの　　390点
　　　　　　　　　　　　　　　　　L

　　　　　　　　　（新設）ナ内皆形成術8鱒

驚驚翻τ1　
　　　　　　　　　（新設）　一r→　　結膜肉芽腫摘除術　　800点

眼窩変形治癒骨折矯正術　　r一　　眼窩骨折整復術　13，600点

　　　　　　　　15，300点

　　　　　　　　槻τ騨

　　　　　　　　122・・点1丁ウ112・80嚥
　　　　　　　　7・5・α引　L7・88嚥

涙腺摘出術（切除を甑）

i醐緊窩涙腺腫瘍摘出（切除）て（削除）

　　　　　　　　㎝『纈

欝懲欝　灘
　　　　　　　　23．6・嚥一十24・8・・点

一244一



項 目 現 行 改 正

賢灘鵯醐…、灘害囲

眼筋移植術

　（区分の見直し）

角膜強膜縫合術

　（区分の見直し）

角膜縫合術、強膜縫合術、結

膜強膜縫合術

　（区分の見直し）

：眼筋移植術　　　11，800点

…角膜強膜縫合術　　2，980点

　角膜縫合術、強膜縫合術、

、結膜強膜縫合術

一

一
一
一

（削除）

眼筋移動術

角膜パンヌス手術（角膜パン

ヌス冷凍凝固術を含む。）

　（区分の見直し）

（区分の新設）

強膜異物除去術

　（区分の見直し）

角膜異物除去術

　（区分の見直し）

ぶどう腫縮小術

　（区分の見直し）

角膜移植術

　（点数の見直し）

角膜点墨染色術

　（区分の見直し）

虹彩癒着剥離術

　（区分の見直し）

光学的虹彩切除術

　（区分の見直し）

毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫

瘍切除術

　（点数の見直し）

虹彩離断術

　（区分の見直し）

緑内障手術

　（項目の見直し）

12，400点

角膜・強膜縫合術2，980点

碧覧騰翻

　　　　　　　　　（新設）

強膜異物除去術　　　650点

角膜異物除去術

ぶどう腫縮小術

一

→
一
尉

（削除）

角膜新生血管手術（冷凍凝

固術を含む。）　　　980点

顕微鏡下角膜抜糸術980点

角膜・強膜異物除去術

　　　　　　　　　650点

（削除）

角膜点墨染色術

虹彩癒着剥離術

一→　　（削除）

29，100点　→→　30．600点

→

ヂ

（削除）

光学的虹彩切除術

（削除）

虹彩離断術

一→　　（削除）

11，300点　一一　11，900点

一一一→
@　　（肖1拒余）

1．撃繊細十r1
2毛様体剥離術・虹彩嵌11…2

虹彩切除術　　4，740点

置術、円鋸術、シェイ手一 術

術　　　　　　　5．080点：

3　隅角切開術、隅角穿刺1

術　　6，46・点1
4　洞切開術（シュレム管1

流出路再建術、濾過手

　　　　　　14，200点

一245一



項 目

瞳孔形成術

　（区分の見直し）

前房、虹彩内異物除去術（マ

グネットを使用するもの）

　（区分の見直し）

黄斑下手術

　（点数の見直し）

硝子体吸引術

　（区分の見直し）

硝子体切除術

　（項目の見直し）

硝子体茎顕微鏡下離断術

1　網膜付着組織を含むもの

2　その他のもの

　（点数の見直し）

増殖性硝子体網膜症手術

　（点数の見直し）

白内障手術

眼内レンズ挿入術

　（区分の見直し）

　後発白内障後嚢研磨術

　　（区分の見直し）

第5款耳鼻咽喉
　（区分の新設）

鼓膜切開術

現 行 改 正

　開放術）　　　10，100点

5　線維柱帯切断術、線維

　柱帯切除術、経毛様体扁1

　平部濾過手術　14，700点i

　　　　　　　　　　　一」

瞳孔形成術　　　　4，910点　　一＋→

　　　　　　　　　　　「
前房、虹彩内異物除去術（マ1一》

グネツトを使用す

c別
　　　　　　　　37，700点　一」→

1＿

　虹彩整復後・瞳孔形成術

　　　　　　　　　4，700点

前房、虹彩内異物除去術

　　　　　　　　6，050点

硝子体吸引術 1，900点

39，600点

一一一　　硝子体注入・吸引術

　　　　　　　　　　　　1，900点

　　　　　　　　　　　つ
硝子体切除術　　　　　　　！r→

1　前部の場合　11，000点i

2　深部の場合　19、400点！

　　　　　　　　　　　「
　　　　　　　　欝亀マ

硝子体切除術　　11，000点

惨　4，500点

　0，500点

36，800点　　一＋→　38，600点

白内障手術　　　「＋．

1　後発切開術　　1、510点1

2　嚢内摘出術　　7，430点i

3　吸引術　　　4，910点1

4　超音波摘出術7，430点i

5　嚢外摘出術（後嚢研磨1

を含む・）　7・43・点1

6　経毛様体扁平部水晶体・
　　　　　　　　　　　　　
　摘出術　　　　　7．430点1

　　　　　　　　　　　　し眼内レンズ挿入術8・350点1

後発白内障後嚢研磨術　　　　一＋→

　　　　　　　　1，880点

マ主イオ．トフ．．蠕‡

水晶体再建術

1　眼内レンズを挿入する

　場合　　　　　12，100点

2　眼内レンズを挿入しな

　い場合　　　　7，430点

後発的障手術1・52・点1

　　　　　　　　　　　　i

外耳道骨腫切除術5・9・・点1

　　　　　　　　　　　　1
（第3節へ移動）

一246一．



項　　　　　　　目 現　　　　　』行 改　　　　　　　正

1
；

（注の見直し）

錐体尖端部手術

　（区分の見直し）

鼓膜癒着症手術

　（区分の見直し）

（区分の新設）

　使用した場合は、45点を

加算する・ @　　」
錐体尖端部手術　19，600点　一一←→

鼓膜癒着症手術

（新設）

幽

錐体部手術

（削除）

鼓膜（排液、換気）チューブ

挿入術

　（注の見直し）

鼓膜中耳肉芽切除術

　（区分の見直し）

鼓室形成手術

　（点数の見直し〉

経迷路的内耳道開放術

　（点数の見直し）

内耳窓閉鎖術

　（点数の見直し）

（区分の新設）

萎縮性鼻炎粘膜下異物挿入術

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

鼻副鼻腔悪性腫瘍手術

1　切除

2　全摘

　（点数の見直し）

（副鼻腔）

　　（注の見直し）

19，600点

一ウ→　　耳管狭窄ビニール管挿入

　　　　　　　　　　　　　1，090点

注イオントフォレーゼを「一一

　使用した場合は、45点を1

加算する・ @　」
鼓膜中耳肉芽切除術　　　　　一←→

　　　　　　　　2，320点

　　　　　　　　31，300点　一一」→

（第3節へ移動）

鼓膜鼓室肉芽切除術

　　　　　　　　2，320点

32，900点

35，000点　一←→　36、800点

16，500点　一÷→　17，300点

一－

{
十
｛

調
嚥
謝
謝

新
6
0
新
新

（
　
　
　
　
，
　
　
（
　
　
（

　
　
　
2

（新設）　一←・

二
　
　
　
　

設
設

新
新

（
　
　
（

　（新設）　一一H

編≠瞬餐

　　　　　　　　　　　「
　区分番号K348から区分　一←→

番号K366までに掲げる手

術において、内視鏡下によ

り行った場合は、それぞれ

露脚剛

下甲介粘膜焼灼術　　900点

（削除）

鼻骨脱臼整復術　　1，640点

鼻骨骨折徒手整復術

　　　　　　　　1，640点

上顎洞鼻内手術（スツルマ

ン氏、吉田氏変法を含む。）

　　　　　　　　2，110点

上顎洞鼻外手術　　2，110点

鼻甲介切除術（高周波電気

凝固法によるもの）　900点

出血性鼻茸摘出術5、280点

（第3節へ移動）
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　項　　　　　　　目

試験上顎洞開窓術

　（区分の見直し）

鼻内上顎洞開窓術

　（区分の見直し）

（区分の新設）

（区分の新設）

鼻内前頭洞手術

　（注の追加）

副鼻腔骨形成手術

　（区分の見直し）

（区分の新設）

鼻咽腔悪性腫瘍手術

　（区分の見直し）

扁桃悪性腫瘍手術

　（区分の見直し）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

（区分の新設）

咽頭、下咽頭悪性腫瘍手術（頸

頭、胸部、腹部等の操作によ

る再建を含む）

　　現

試験上顎洞開窓術

鼻内上顎洞開窓術2，090点

　　　　　　　　　（新設）

　　　　　　　　　（新設）

副鼻腔骨形成手術

行 i 改 正

（削除）
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設新

一
（新設）　一窄→

鼻咽腔悪性腫瘍手術

　　　　　　　　20，400点

扁桃悪性腫瘍手術

　　　　　　　　　（新設）

　　　　　　　　　（新設〉
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（新設）　→→

6。1難‡

上顎洞開窓術　　　2，000点。

鼻内上顎洞根本手術
　　　　　　　　　5，120点…

副鼻腔炎術後後出血止血法

　　　　　　　　　5、120点

1注　自家腸骨片を充填した

L　　場合は3，150点を加算す

　　る。

　（削除）

「
　上咽頭ポリープ摘出術

　1　経口腔によるもの

　　　　　　　　　3．430点

　2　経鼻腔によるもの

　　　　　　　　　3，890点

　3　経副鼻腔によるもの

　　　　　　　　　6，360点

　4　外切開によるもの

　　　　　　　　　11，600点

　上咽頭悪性腫瘍手術

　　　　　　　　　21，400点

　（削除）

　咽瘻孔閉鎖術　　　7，550点

　咽頭粘膜下軟骨片挿入術

　　　　　　　　　11，410点

「
　喉頭又は声帯ポリープ切除

　術

　1　間接喉頭鏡によるもの

　　　　　　　　　2，990点

　2　直達喉頭鏡又はファイ

　　バースコープによるもの

　　　　　　　　　4，300点

　喉頭嚢腫摘出術　　2，450点

　63，300点
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